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基礎控除など引上げ
市税条例が一部改正

軽自動車税は約10％増額

三
月
市
議
会
定
例
会
で
可
決
さ
れ

た
五
十
四
年
度
一
股
会
計
予
算
と
四

特
別
事
業
会
計
お
よ
ぴ
二
事
菜
会
計

予
算
は
、
可
決
に
先
立
ち
予
算
特
別

委
員
会
で
、
の
べ
十
日
聞
慎
爾
一
に
審

査
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
審
査
の
中
で
出
さ
れ
た
嬰
ｕ

や
意
見
、
指
摘
な
ど
の
主
な
事
項
を

委
員
長
報
告
か
ら
抜
粋
し
て
掲
載
し

ま
す
。

Λ
企
画
管
理
部
Ｖ

Ｏ
市
民
の
利
用
し
や
す
い
「
市
民
の

て
ぴ
き
」
を
作
成
す
る
こ
と

○
山
城
総
合
運
動
公
園
（
仮
称
）
の

建
殴
計
画
に
対
し
、
市
関
遠
の
事

業
量
と
財
政
負
担
額
を
明
ら
か
に

し
、
総
合
計
画
・
財
政
自
恣
丹
建

五
ヵ
年
叶
画
と
の
整
合
性
を
図
る

な
か
で
の
府
と
の
協
議
の
強
化

○
保
育
未
措
置
児
の
解
消
の
た
め
、

私
立
幼
稚
園
の
長
時
随
保
育
に
対

す
る
禰
助
の
検
討
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交
通
安
全

に

つ
と
め
ま
し
ょ
う

（
宇
治
市
民
憲
章
か
ら
）

住
民
負
担
の
軽
減
と
福
祉
施
策
を
進
め
る
た
め
、
市
民
税
の
基
礎
控
除
や
配
偶
者

控
除
な
ど
の
所
得
控
除
を
一
万
円
ず
つ
引
き
上
げ
ま
し
た
。
ま
た
、
固
定
資
産
税
と

都
市
計
画
税
は
評
価
替
え
に
と
も
な
う
負
担
調
整
措
置
を
と
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
市
税
条
例
の
改
正
は
、
‘
ｇ
障
害
者
控
除
な
ど
が
引
き
上
げ
ら
れ

三
月
に
地
方
税
法
の
一
部
が
改
正
さ
て
い
ま
す
。

れ
た
こ
と
に
と
む
な
う
も
の
で
、
主
哨
基
礎
控
除
と
配
偶
者
控
除
を
二
十

市
民
税
の
改
正
点

Ａ
総
務
部
Ｖ

（
）
六
地
蔵
地
区
街
づ
く
り
構
想
の
概

要
を
財
政
計
画
も
含
め
て
示
し
、

奈
良
町
池
の
地
域
利
用
計
画
を
明

確
化
す
る
こ
と

○
集
会
所
の
備
品
設
ほ
の
地
域
的
不

均
衡
を
是
正

Ａ
市
民
部
・
農
業
委
員
会
Ｖ

Ｏ
都
市
化
の
進
展
す
名
な
か
で
、
農

這
・
農
業
用
排
水
路
の
維
持
管
理

に
つ
い
て
、
管
理
主
体
の
明
確
化

と
改
修
工
事
へ
の
積
極
的
対
応

○
農
地
の
目
的
外

転
用
の
防
止
の

た
め
点
検
体
制

強
化

万
円
か
ら
二
十
一
万
円
に
引
き
上

げ
。

ｓ
障
害
者
、
老
年
者
、
寡
婦
、
勤
労

学
生
の
控
除
全
人
万
円
か
ら
十

九
万
円
に
引
き
上
げ
。
ま
た
、
老

人
扶
養
控
除
と
、
配
偶
者
の
い
な

い
世
帯
の
一
人
目
の
子
ど
も
の
扶

養
控
除
額
は
、
二
十
万
円
か
ら
二

十
一
万
円
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ

②
均
等
割
の
非
課
税
限
屎
額
む
千
九

万
円
か
ら
二
十
万
円
に
引
き
上
げ

③
長
期
譲
渡
所
得
の
＆
ｍ
の
引
き

上
げ
。
こ
れ
は
五
十
五
年
度
分
の

屈
用
問
題
な
ど
具
体
的
問
題
ｍ

極
的
に
提
起
す
る
こ
と

○
名
木
百
選
の
選
定
に
と
も
な
い
、

市
民
憩
い
の
場
の
設
定
の
検
討

○
観
光
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
の
設
置

に
つ
い
て
、
広
範
な
市
民
か
ら
の

意
見
聴
取

○
交
通
災
害
共
済
余
剰
金
の
加
入
者

へ
の
還
元
措
置
の
拡
充
検
討
と
、

町
内
会
于
数
料
の
増
額

Λ
生
活
環
境
部
Ｖ

Ｏ
衛
管
管
内
の
し
尿
処
理
別
設
建
設

△△△△△

市
民
税
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

哨
五
十
四
年
か
ら
五
十
六
年
ま
で
の

特
定
市
街
化
区
域
農
地
な
ど
の
長

期
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
三
・
四

％
の
税
率
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
譲

渡
益
が
二
千
万
円
か
ら
四
千
万
円

に
引
き
上
げ
に
な
り
ま
す
。

向
五
十
四
年
以
後
に
優
良
住
宅
地
を

譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得

に
つ
い
て
は
、
そ
の
譲
筏
益
四
千

万
円
（
現
行
二
千
万
円
）
ま
で
の

部
分
に
は
四
％
の
税
率
を
適
用
し

四
千
万
円
を
即
急
部
分
に
は
、

譲
渡
益
の
二
分
の
一
（
現
行
四
分

の
三
）
受
製
最
税
の
上
積
税
額

と
し
て
課
税
す
る
こ
と
に
な
り
ま

幼
い
命
を
守
ろ
う

5
月
1
1
日
～
2
0
日
春
の
交
通
安
全
運
動

横
断
歩
遭
は
し
っ
か
り
と
手
を
あ
げ
て
渡
ろ
う
・
5
月

1 4
日
（
月
）
小
倉
デ
パ

ー
ト
し
込
一
ん
で
く
だ
さ
い
。
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固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
の
改
正
点

○
へ
き
地
診
原
医
師
等
の
謝
札
増
額
Λ
福
祉
事
務
所
Ｖ

ｏ
カ
ラ
オ
ケ
騒
音
等
の
防
止
粂
例
の
○
西
宇
治
地
域
に
心
身
障
害
者
共
同

制
定
の
検
討
作
茉
所
の
新
設

Ａ
教
育
委
貝
会
Ｖ
ｏ
新
設
予
定
の
特
別
餐
護
老
人
ホ
ー

○
五
十
五
年
度
当
初
か
ら
の
米
飯
給
ム
の
建
設
補
助
に
つ
い
て
、
運
営

食
の
週
一
回
実
万
実
態
を
的
確
に
把
握
し
、
慎
ｍ
な

○
小
字
校
体
育
館
倉
庫
の
年
次
計
画
対
処
と
、
一
部
事
業
委
託
も
含
め

を
も
っ
だ
整
備
地
域
に
密
着
し
た
運
営
形
態
に
す

○
市
民
図
轡
室
の
図
書
の
増
冊
と
図
る
た
め
の
行
政
指
導
の
実
施

書
館
へ
の
誇
四
の
積
極
的
検
討
○
在
宅
一
人
暮
ら
し
老
人
に
対
す
る

○
給
食
賢
の
会
計
誓
硫
理
を
学
校
施
策
を
充
笑
し
、
施
設
に
措
置
さ

給
食
会
の
法
人
化
等
に
よ
る
公
会
れ
た
老
人
と
の
格
差
解
消
の
努
力○

公
立
保
育
所
で
の

5
4
年
度
予
算
の
審
査
か
ら

（
）
森
林
組
合
の
事
業
充
実
の
た
め
、

ｍ
’
助
言
の
積
極
的
実
施

○
大
規
模
小
売
店
舗
法
の
改
正
に
と

も
な
い
、
市
の
意
見
調
整
機
能
の

整
備
な
ど
の
早
急
な
具
体
化

〇
労
働
問
題
対
策
協
議
会
に
対
し
、

に
つ
い
て
、
猷
し
い
現
状
認
諏
を

も
っ
た
対
応

○
常
時
対
応
し
得
る
設
備
を
持
っ
た

火
葬
場
の
早
急
な
建
設

○
保
健
セ
ン
タ
ー
の
新
設
を
契
機
に

地
域
・
医
師
会
・
行
政
が
一
体
と

な
っ
た
保
健
ｍ
の
推
進

○
医
師
・
訓
練
士
・
保
健
婦
の
協
力

体
制
に
よ
る
、
障
害
児
の
早
期
発

見
・
早
期
治
療
へ
の
男
力

計
方
式
導
入
の
検
討

○
小
・
中
学
校
の
学
級
編
成
に
あ
た

り
、
転
入
転
出
状
況
の
的
確
な
把

握
と
弾
力
的
な
対
処

産
休
明
け
休
暇
が

拡
大
傾
向
に
あ
る

な
か
で
、
昼
間
里

咬
の
行
政
的
位
ほ
づ
け
の
明
確
化

と
保
育
委
託
料
の
増
額
の
倹
討

○
知
恵
遅
れ
児
童
の
義
務
教
育
年
限

終
了
後
の
牛
居
保
障
の
た
め
の
市

Ｏ
宿
・
日
直
代
行
に
対
す
る
ｍ
万
独
自
の
施
策
の
検
討

針
お
よ
ぴ
管
理
責
任
範
囲
を
明
確
Λ
建
設
部
Ｖ

に
す
る
ｌ
ａ
＊
作
成

○
地
域
文
庫
の
充
笑
の
た
め
、
事
業

の
位
置
づ
け
の
明
確
化
、
指
”
・

相
Ｉ
’
ｌ
ｉ
ｄ
＊
援
助
体
制
の
強
化

○
谷
遭
線
の
整
備
を
早
急
に
行
う
と

と
も
に
基
地
周
辺
彰
酢
環
境
改
8
1

琳
案
補
助
｛
一
一
を
導
入
す
る
た
め
大

阪
防
衛
施
設
局
と
強
力
に
折
衝
す

五
十
四
年
度
か
ら
五
十
六
年
度
ま

で
は
、
五
十
三
年
度
分
の
課
税
標
準

額
に
対
す
る
新
評
価
額
の
上
昇
率
に

応
じ
て
、
表
の
と
お
り
負
担
調
整
率

が
決
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
を

五
十
三
年
度
の
税
額
に
か
け
た
額
を

限
度
と
し
て
課
税
し
ま
す
。

な
お
、
Λ
・
Ｂ
農
坦
は
、
現
を
耕

作
し
、
今
後
三
年
以
上
引
続
き
農
茉

る
こ
と

○
幅
員
四
μ
以
下
の
市
道
の
舗
装
は

利
用
実
態
に
即
し
て
対
応
す
る

○
国
鉄
宇
治
駅
前
広
場
の
整
備
ｍ

の
早
急
な
着
手

○
都
市
計
画
退
路
下
居
大
久
保
線
の

早
急
な
建
設

○
山
城
総
合
運
動
公
園
（
仮
称
）
の

建
設
に
つ
い
て
、
実
施
設
計
前
に

環
境
影
響
事
前
評
価
の
実
施

（
）
街
灯
設
置
基
準
を
設
定
し
、
地
域

的
不
均
ｍ
の
’
一
定

○
沿
路
整
備
帛
菜
推
進
の
た
め
用
地

買
収
に
即
応
で
き
る
体
制
の
強
化

Λ
水
道
部
Ｖ

Ｏ
家
庭
給
水
管
の
受
益
者
負
担
軽
減

へ
低
利
融
資
制
度
の
創
殻
を
検
討

Λ
消
防
本
部
Ｖ

Ｏ
消
防
職
員
増
員
の
優
先
的
配
慮

○
連
棟
式
住
宅
へ
の
防
火
指
導
強
化

○
大
型
特
殊
事
故
に
備
え
て
体
制
・

設
俑
の
充
実
な
ど

な
お
、
予
算
の
可
決
に
あ
た
っ
て

は
、
職
員
共
済
組
合
へ
の
補
助
金
の

適
正
化
や
人
件
費
の
調
遊
・
見
直
し

な
ど
が
付
帯
決
議
さ
れ
て
い
ま
す
。

を
営
ま
れ
、
一
定
の
妥
件
に
該
当
す

る
場
合
は
農
地
課
税
審
議
会
で
審
議

の
う
え
減
額
措
置
し
ま
す
。

固定資産税・都市計画税の改正

新評価額の上昇率区分ｉ負担調整率

宅

地

1．3倍以下1．3倍を超え1．7倍以下

1．7倍以上

1．11．2

1．3

一般

農地

Ｉ．5倍以下1．15倍を超え1．3倍以下

1．3倍以上

1．051．1

1．2

軽
自
動
車
税
の

改
正
点

軽自勣車税の改正

現行改正額分

． ■ ｊ ■ ■ ● ■

原動機付

1，450

－－－ａ－・－

価
格
が
上
っ
て
い
る
こ
と
や
、
遭
路

の
維
持
管
理
費
が
増
え
て
い
る
こ
と

な
ど
に
よ
り
、
別
表
の
と
お
り
約
十

％
程
度
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
営
業
用
の
四

輪
軍
に
つ
い
て
は
、
輸
送
機
関
と
し

て
の
性
格
か
ら
他
の
諸
物
価
へ
の
影

響
を
考
慮
し
て
据
え
置
か
れ
ま
す
。

ま
た
、
身
体
障
害
者
な
ど
が
利
用

す
る
た
め
の
構
造
奮
弼
え
た
自
動
軍

は
申
請
の
う
え
減
免
の
取
り
扱
い
が

で
き
ま
す
。

ガ
ス
税
の
改
正
点

家
庭
用
プ
口
八
ン
ガ
ス
に
は
課
税

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
ガ
ス
税

負
担
の
軽
減
を
は
か
る
た
め
、
六
月

一
日
か
ら
、
ｓ
祝
点
を
六
千
円
か
ら

七
千
円
に
引
き
上
げ
ま
す
。

Ｚｙ125ｃｃ以下

－－〃■ｒ－Ｗ■－皿■－7¬・Ｊ■■－ｒ－－－Ｊ晶・Ｉ－－〃㎜

―卵柚＿

三簡曼も

．

Ｒ

転車

－皿㎜－

自

－ ａ ａ ■

四輪以上

のもの

軽自動車

お米は自由販売

ではありません

省菅禁

ご存知ですかこのマーク

お買上げのお米の袋に

貼ってありますかこのマニク．

最近、食糧管理法で定められている正規の登録を得ずに米を売っている者がありますが。これは食糧管理法違反の不法行為です。
又、表示要領等で食糧庁が規定している配給品目・正味重量・抑精販売業者の住所、氏名、電話番号等の明示もなく責任の所在がハッキ

リ‘しておりません。従って原料米についても、何を使っているのか心配です。
私達、京都府知事登録の米穀店は、食糧管理法の下で指導監督を受けて信用できるお米を売っております。
上のシールの貼ったお米は、財団法人日本穀物検定協会の指導を受けた検査員が、自主検査をした安心して買って頂ける規格にあった、

おいしいお米です。お得意の皆さま、お買い上げの節はよくご注意されてシールの貼ったお米をお求め下さい。

京都府米穀小売商業組合
よろしくお願い申し上げます。

725

議
会
だ
よ
り
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常
時
監
視
体
制
に

日
ざ
し
も
だ
ん
だ
ん
と
強
ま
り
、

今
乎
晃
化
学
ス
モ
″
グ
の
レ
・
‐
・
ズ

ン
到
来
卜
昨
年
、
宇
治
市
で
は
三

回
の
注
意
報
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

光
化
学
ス
モ
ｙ
グ
が
発
ま
し
ま
す

と
、
目
が
チ
カ
チ
カ
し
た
り
、
の
ど

が
痛
む
な
ど
の
被
害
Ｅ
尿
意
さ
れ
ま

す
。

そ
こ
で
八
京
都
府
と
宇
治
市
で
は

四
月
二
十
三
日
か
ら
常
時
監
扨
体
制

に
入
っ
て
い
ま
す
。
光
化
学
ス
モ
″

グ
汪
意
報
や
警
報
が
発
令
さ
れ
ま
す

と
市
役
所
に
対
策
本
部
を
設
置
し
、

市
内
の
小
・
中
学
校
、
高
校
、
幼
稚

圏
一
、
保
育
所
、
国
鉄
の
駅
、
農
協
、

消
防
署
な
ど
約
百
ヵ
所
に
9
光
化
学

ス
モ
＾
グ
発
令
中
』
の
タ
レ
幕
を
掲

げ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
さ
ら
に
、

ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
で
も
報
道
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
被
害
者
が
で
た
場
合
に
は

消
防
（
分
）
署
や
保
健
所
な
ど
と
協

力
し
て
被
害
防
止
に
あ
た
る
こ
と
に

し
て
い
ま
す
。
光
化
学
ス
モ
Ｚ
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一
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一
一
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山
火
事
に
注
意
を

春
は
晴
天
の
日
が
続
き
、
異
常
乾

燥
注
意
報
の
発
令
が
多
い
季
節
。
こ

の
よ
う
な
と
き
、
い
っ
た
ん
山
林
に

火
が
つ
く
と
手
の
つ
け
ら
れ
な
い
山

火
事
と
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
宇
治
市
の
面
積
の
約

三
分
の
二
は
山
間
部
で
あ
る
こ
と
を

ご
存
知
で
す
か
。
ま
た
、
多
く
の
ハ

イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
市
消
防
本
部
で
は
、
山

火
事
防
止
に
立
看
板
を
立
て
た
り
、

山
林
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
す
る
な
ど

し
て
い
ま
す
。
市
民
の
み
な
さ
ん
も
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次
の
こ
と
に
気
を
つ
け
て
大
切
な
山

の
緑
を
火
魔
か
ら
守
ｓ
＞
ま
し
ょ
う
。

○
歩
き
な
が
ら
の
タ
パ
ｎ
は
や
め
ま

し
ょ
う
。

○
山
の
な
か
で
た
き
火
は
や
め
ま
し

ょ
う
。

○
は
ん
ご
う
す
い
さ
ん
は
必
ず
広
い

場
所
で
、
ま
た
、
火
の
あ
と
始
末

を
確
実
に
し
ま
し
ょ
う
。

防
火
管
理
者
講
習
会

市
Ｅ
防
本
部
で
は
、
防
火
管
理
者

屑
習
会
を
開
き
ま
す
。

▽
と
き
・
：
6
月
1
9
日
、
2
0
日

午
前
9
時
半
～
午
後
4
時
半

▽
と
こ
ろ
・
：
用
京
都
信
用
金
庫
本
店

の
7
図
大
会
議
室

希
望
の
人
は
、
5
月
2
1
日
か
ら
2
4

日
ま
で
に
、
印
鑑
と
上
半
身
の
写
真

注
意
報
や
警
報
が
発
令
さ
れ
た
と
き

は
、
で
■
ｗ
ｕ
け
屋
外
に
出
な
い
よ

う
に
し
、
過
激
な
運
助
を
さ
け
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
不
用
不
急
の
場
合

は
自
動
車
に
乗
ら
な
い
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。

（
環
境
保
全
課
）

行
政
相
談
員

決
ま
る

タ
バ
コ
は
宇
治
市
内
で

買
い
ま
し
ょ
う

五
月
一
日
か
ら
十
四
日
ま
で
は
こ

ど
も
の
読
書
週
間
－
こ
ど
な
た
ち

の
読
む
能
力
を
育
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

要
求
や
興
味
に
応
じ
た
本
が
自
由
に

選
べ
る
よ
う
に
導

び
こ
う
と
取
組
ま

れ
ま
す
。
今
年
は

国
際
児
童
年
で
も

を
開
き
ま
す
。
子
ど
も
づ
れ
で
、
気

軽
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
お
子
さ
ん
に
は
、
紙
し
ぱ

い
や
読
み
聞
か
せ
な
μ
Ｚ
用
意
し
て

館
）
の
第
1
会
議
室

▽
テ
ー
マ

’
ｍ
に
密
着
し
た
人
間
形
成
を
め

ぎ
す
読
書
と
読
書
感
想
文
－
読

書
感
想
文
全
国

読
書
指
導
講
演
会

あ
り
、
。
よ
い
本
を
世
界
の
こ
ど
も

に
’
を
標
語
と
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
市
民
図
書
室
と
宇
治
市

読
書
ク
ラ
ブ
協
議
会
で
は
、
講
演
会

コ
ン
ク
・
・
‐
ル
受

賞
式
に
参
加
し

て
Ｉ

い
ま
す
。

▽
と
き
・
：
5
月
1
4
日
（
月
）

午
後
1
時
半
ｙ
3
時
半

▽
と
こ
ろ
・
・
・
宇
治
市
民
会
館
（
公
民

山
城
民
謡
発
表
会

山
城
民
謡
研
究
会
で
は
、
「
四
季

を
謡
う
」
と
題
し
て
第
二
回
定
期
発

表
会
を
催
し
ま
す
。

山
城
民
謡
研
究
会
は
、
宇
治
や
山

城
地
域
の
民
謡
の
研
究
・
演
唱
を
は

じ
め
、
京
都
府
下
や
令
国
の
民
謡

と
の
比
較
研
究
な
ど
も
行
っ
て
い
ま

す
。今

回
の
発
表
会
は
、
日
本
の
代
表

的
な
民
謡
を
四
季
別
に
樹
成
し
、
京

都
府
の
民
謡
と
の
違
い
を
浮
き
彫
り

に
す
る
も
の
で
す
。
入
場
無
料
で
す

の
で
、
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▽
と
き
・
：
5
月
2
0
日
（
日
）

午
後
1
時
か
ら

▽
と
こ
ろ
・
・
・
静
山
荘

（
社
会
教
育
課
）

赤
十
字
強
化
運
動

ご
協
力
く
だ
さ
い

・
読
み
き
か
せ
に
よ
る
読
書
ｍ

▽
調
師
・
・
・
宇
治
市
小
教
研
図
香
部

長
の
黒
川
淑
子
さ
ん

（
市
民
図
書
室
）

す
べ
て
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
る

社
資
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま

す
。今

年
も
、
町
内
会
や
自
治
会
を
通

じ
て
お
願
い
に
ま
わ
り
ま
す
の
で
、

よ
ろ
し
く
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

（
日
本
赤
十
字
社

京
都
府
支
部
）

麻
し
ん
予
防
接
種

医
療
機
関
を
追
加

（
は
し
か
）
予
防
接
種
の
医
療
檄
関

に
、
次
の
医
院
を
追
加
し
ま
す
。
と

注
意
ぐ
だ
さ
い
。

▽
徳
岡
医
院
・
：
広
野
町
寺
山
1
7
－
2
0

電
話
4
3
局
8
9
5
2
番

（
保
健
衛
生
課
）

訂
正
とお

わ
び

1
6
ミ
リ
映
写
機

操
作
技
術
講
習
会

1
6
ミ
リ
映
写
摘
を
使
つ
で
、
地
域

や
職
場
な
ど
の
子
供
会
、
映
画
会
、

学
習
会
を
充
実
し
た
も
の
に
し
て
み

ま
せ
ん
か
。

公
民
館
で
は
、
1
6
ミ
＝
＼
映
写
機
操

作
技
術
調
習
会
を
開
き
ま
す
。

▽
と
き
・
・
・
6
月
6
日
か
ら

▽
と
こ
ろ
・
・
・
公
民
館
（
市
民
会
館
）

▽
対
象
・
＝
1
8
歳
以
上
の
市
民
か
、

市
内
に
勤
務
す
る
人
（
5
日
間

出
席
で
応
る
こ
と
）

▽
講
師
・
・
・
ム
ー
ビ
ー
セ
ン
タ
ー
所

長
の
有
田
幸
雄
さ
ん

希
望
の
人
は
、

往
復
ハ
ガ
キ
に
講

習
会
名
と
住
所
・

氏
名
・
年
齢
（
生

年
月
日
）
・
職
業

・
電
話
番
号
を
書

い
て
、
5
月
2
5
日

ま
で
に
宇
治
公
民

館
＝
宇
治
里
尻
7
1

1
9
へ
申
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

な
お
受
講
は
無

料
で
す
が
、
定
員

6
0
人
で
締
切
り
ま

す
。

（
公
民
館
）

診療

四

内科・外科・整形外科

9：00～12：00

（急患はいつでも診療します）
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宇治市神明石塚54－14

ＴＥＬ（0774）44－4511

第二岡本病院

看護助手（病舎婦）

●条件40歳位までの女子で，三交替（夜

勤）できる人

圏給与月約15万円（夜勤，各種手当を

含む）年2回賞与，各種社会保険

●応募自筆の履歴書と写真を5月20日・ま

でに提出面極日は後日に通知

看護婦・准看護婦

●条件三交替勤務保育園（24時保育）

寮（個室・冷暖房設ｆｔ）あり

●給与院内規程により支給

●応募自筆の履歴書（市販のもの）と写

真，免許証コピーを持参してくだ

さい（年中受付）

今
回
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
弟
居

の
基
礎
と
な
る
貸
金
か
ら
は
じ
め
ま

し
ょ
う
。

Λ
賃
金
Ｖ

労
働
者
の
生
活
は
貿
必
一
に
よ
っ
て

営
ま
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
賃
金
は
労

働
条
件
の
う
ち
で
最
Ｅ
￥
ハ
切
な
も
の

で
す
。
昔
の
よ
う
に
、
親
方
が
貿
金

の
う
わ
ま
え
を
は
ね
た
り
、
支
払
わ

れ
る
日
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
り

あ
る
い
は
賃
金
が
物
で
支
払
わ
れ
た

り
す
れ
ば
労
働
者
の
毘
ほ
安
定
し

な
く
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
な
い
よ
う
に
、
賃
金
は
現
金
で
労

働
者
に
直
接
そ
の
全
額
を
、
毎
月
一

回
以
上
決
ま
っ
た
日
に
支
払
わ
な
け

（2）

が
で
き
ま
す
。

Λ
労
働
時
間
Ｖ

労
働
者
が
働
い
た
あ
と
寝
。
0
だ
け

と
い
う
の
で
は
、
人
間
ら
し
い
牛
居

と
い
え
ま
せ
ん
。
八
時
間
労
働
制
と

週
休
制
が
保
障
さ
れ
て
こ
そ
人
間
ら

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
：
…
ｍ
と
い
え
ま
す
。

す
。そ

の
ほ
か
、
労
働
者
は
病
気
や
出

産
、
災
害
な
ど
の

理
由
で
急
に
お
金

が
必
要
と
な
っ
た

場
合
は
、
請
求
す

れ
ば
支
払
日
前
で

そ
こ
で
、
労
働
時
間
は
休
憩
時
間

を
除
き
一
日
八
時
間
、
一
週
四
十
八

か
ら
翌
朝
五
時
ま
で
の
深
夜
作
業
の

曼
に
に
は
、
さ
ら
に
二
割
五
分
増
以

上
の
割
増
賃
金
が
支
払
わ
れ
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
時
間
外
や
休
日
の
労
働
が

深
夜
に
か
か
れ
ば
使
用
者
は
五
割
増

以
上
の
賃
令
一
が
支
払
わ
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Λ
休
憩
時
間
Ｖ

れ
ぱ
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
物
品
の
販
売
業
や
料
理
、

飲
食
な
ど
の
決
め
ら
れ
た
雄
心
の
ほ

か
は
、
休
憩
は
全
従
業
員
一
斉
に
あ

た
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
体
憩
時
間

は
自
由
に
利
川
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

Ａ
年
次
有
給
休
暇
Ｖ
・

忿
署
の
怜
居
は
、
寝
て
食
べ
て

働
く
こ
と
が
す
べ
て

人
間
ら
し
い
生
活
を
保
障

も
そ
れ
ま
で
働
い
た
分
の
賃
金
の
支

払
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
資
金
不
足
や
不
況
に
よ
る
工

場
閉
鎖
や
操
業
短
縮
な
ど
で
、
企
菜

が
休
業
し
て
労
働
者
が
や
む
を
え
ず

休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
休

業
期
間
中
平
均
賃
金
の
六
割
以
上
の

休
業
手
当
の
支
払
い
を
受
け
る
こ
と

時
問
を
超
え
て
は
な
ら
ず
、
休
日
は

毎
週
少
な
く
と
も
一
回
あ
た
え
ら
れ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
労
働
者
と
便
用
者
が
協

定
を
結
ぶ
な
ど
特
別
の
場
合
、
法
律

は
二
割
五
分
以
上
の
割
珀
賃
金
を
文

払
う
条
件
で
時
間
外
や
休
日
の
労
働

を
認
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
夜
十
時

労
働
者
が
一
日
中
休
ま
ず
働
く
と

疲
労
が
重
な
り
事
故
の
原
因
に
も
な

り
ま
す
。

そ
こ
で
、
使
用
者
は
、
労
働
時
間

が
六
時
間
を
超
＆
心
場
合
少
な
く
と

も
四
十
五
分
、
八
時
間
を
超
＆
Ｑ
場

合
少
な
く
と
も
一
時
間
の
休
憩
時
間

を
労
働
時
間
の
途
中
に
あ
た
え
な
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

余
暇
を
利
用
し
て
社

会
的
・
文
化
的
な
生

活
が
営
ま
れ
て
こ
そ

豊
か
で
人
間
ら
し
い
生
居
が
で
き
る

と
い
え
ま
す
。
休
日
を
利
用
し
て
田

舎
へ
帰
っ
た
り
、
海
水
浴
や
登
山
を

し
た
り
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
牛
居
を
楽

し
む
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
し
か
も
、
有
給
で
な
け
れ
ば

結
局
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
労
働
基
準
法
は
、
賃
金

を
保
障
し
な
が
ら
一
定
の
休
暇
を
あ

た
吝
台
年
次
有
給
休
暇
の
制
度
を
認

め
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
採
用

さ
れ
て
一
年
間
に
八
割
以
上
出
勤
し

た
者
は
、
採
用
さ
れ
て
一
年
後
か
ら

六
日
間
の
休
暇
を
と
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
の
後
は
、
一
年
を
超
え
る

ご
と
に
一
日
ず
つ
加
算
さ
れ
、
最
高

二
十
日
ま
で
の
休
暇
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
休
暇
は
連

続
し
て
と
っ
て
も
、
分
割
し
て
と
っ

て
も
さ
し
つ
か
え
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
労
働
者
が
好
き
な
と
き
に

自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

っ
て
、
使
用
者
は
仕
事
が
忙
し
い
か

ら
と
い
っ
て
休
暇
を
認
め
な
か
っ
た

り
、
休
暇
の
目
的
に
よ
っ
て
あ
た
え

な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。

（
交
通
労
政
課
）

講習会の日程

や
さ
し
い
労
働
教
室

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
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